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　広域連合は、千葉県及び各市町村が作成する計画のため、被保険者のみなさまの医療機関の受診状
況等に関する情報を提供しました。
　このように計画策定のために個人情報を提供することに関する妥当性等については、広域連合個人
情報保護条例の規定により、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、公益上の理由があるため、相当
と認められるとの答申を受けています。
　被保険者のみなさまのより良い生活のための計画を策定等するための提供となっておりますので、
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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（平成２８年１2月1日現在）

第２回定例会の議案と議決結果

■議案第1号 【原案同意】

■議案第2号 【原案認定】

■議案第3号 【原案認定】

■議案第4号 【原案可決】

■議案第5号

監査委員の選任について
平成27年度一般会計歳入歳出決算の認定について
平成27年度特別会計歳入歳出決算の認定について
平成28年度一般会計補正予算（第1号）
平成28年度特別会計補正予算（第1号） 【原案可決】

 (議案名中の『千葉県後期高齢者医療広域連合』は省略)

 (会議録は、1月にホームページに掲載予定です。)

　１１月７日に、千葉市内で平成２８年第２回千葉県後期高齢
者医療広域連合議会定例会が開催されました。
　定例会では、広域連合長が提出した、平成２８年度一般会
計補正予算案など５件が審議され、全て原案のとおり可決さ
れました。
　一般質問には４人が登壇し、後期高齢者医療制度と広域連
合の運営についての質疑が行われました。
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次回の広域連合議会定例会は、平成２９年２月１０日（金）に開催する予定です。

受付時間/午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

受診状況等に関する個人情報の提供について

医療費の自己負担額や保険料の減免について

〈お問い合わせ先〉総務課　☎043-216-5011

〈お問い合わせ先〉資格保険料課　☎043-308-6768

お問い合わせ先　議会事務局　☎043-216-5011

平成２８年第２回広域連合議会定例会が開催されました

FAX

議会事務局

各課共通

本紙

　災害や心身の故障、事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情により、医療費の自
己負担額や保険料を納めることが困難になったときは、申請によりその医療費の自己負担額や保険料
が減免される場合があります。
　お住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当課にご相談ください。

　広域連合・市（区）町村・金融機関などの職員を名乗り、「還付金があります」など
とかたり、お金をだまし取ろうとする事件が全国で多発しております。
　少しでもおかしいと感じたら、広域連合、お住まいの市（区）町村窓口、最寄りの
警察署等にご相談ください。

｢ A TM で還付金が戻る」という電話は詐欺！

還付金が
あります。
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